
自転車

高知県交通安全推進県民会議
事務局（高知県文化生活スポーツ部県民生活課）

これからは・・

道路交通法の改正により、令和５年４月１日から

全ての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務

となります。
ご存知ですか？
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１ 車道が原則、左側を通行
歩道は例外、歩行者を優先

２ 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

３ 夜間はライトを点灯

４ 飲酒運転は禁止

５ ヘルメットを着用

令和４年１１月１日 中央交通安全対策会議交通対策本部決定

改正後 改正前

（自転車の運転者等の遵守事項）

第６３条の１１
自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをか

ぶるよう努めなければならない。

２ 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗
車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメッ
トをかぶらせるよう努めなければならない。

３ 児童又は幼児を保護する責任のある者は、
児童又は幼児が自転車を運転するときは、当
該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶら
せるよう努めなければならない。

（児童又は幼児を保護する責任のある者の遵
守事項）

第６３条の１１

児童又は幼児を保護する責任のある者は、

児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、
当該児童又は幼児に乗車用ヘルメットをかぶ
らせるよう努めなければならない。

道路交通法の改正内容
令和４年４月27日公布 令和５年４月１日施行

自転車安全利用五則

（自転車ヘルメット関係）

＊児童：６歳以上13歳未満、幼児：６歳未満


